
07.11

申告書第一表 収入金額等 所得金額等
所得金額等

肉用牛及び売却価額（税抜）が100万円未満（その売却した肉用牛が交雑種に該当する場合には80万円未
満、ホルスタイン種、ジャージー種又は乳用種に該当する場合には50万円未満）の肉用牛をいいます。

この計算書を使った方は、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法25」と書いてください。

　申告書第一表の「収入金額等」欄及び「所得金額等」欄の農業の金額を「１　申告書に記載する農業所得」欄で

計算し、申告書第一表の「税金の計算」欄の41までの記入が終わったら、「２　税額の計算」欄で、申告書第一表
の「税金の計算」欄の42に記入する金額を求めます。

令和　 年分

申告書第一表の「税金の計算」欄の32の金額
を書いてください。

申告書第一表の「税金の計算」欄の33の金額
を書いてください。

申告書第一表の「税金の計算」欄の34の金額
を書いてください。

申告書第一表の「税金の計算」欄の35の金額
を書いてください。

申告書第一表の「税金の計算」欄の36～38の
金額を書いてください。

申告書第一表の「税金の計算」欄の39～41の
金額を書いてください。

「１　申告書に記載する農業所得」欄の②に
内書きした収入金額を書いてください。

⑪ ×　５　％

⑩ ＋　　⑫

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

課　税　総　所　得　金　額
に 　 対 　 す 　 る 　 税 　 額

配 当 控 除

投　資　税　額　等　控　除

（ 特 　 定 　 増 　 改 　 築 　 等 ）
 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除

政 党 等 寄 附 金 等 特 別 控 除

住 宅 耐 震 改 修 特 別 控 除 等

免税対象飼育牛以外の特定の
肉用牛の売却による収入金額等

差 　 引 　 所 　 得 　 税 　 額
（ ④ ⑤ 　⑥ 　⑦  ⑧ 　⑨ ）

申告書第一表の「税金の計算」欄の42に転記
してください。
なお、外国税額控除等を受ける方は税務署に
お尋ねください。



07.11

申告書第一表 収入金額等 所得金額等
所得金額等

肉用牛及び売却価額（税抜）が100万円未満（その売却した肉用牛が交雑種に該当する場合には80万円未
満、ホルスタイン種、ジャージー種又は乳用種に該当する場合には50万円未満）の肉用牛をいいます。

この計算書を使った方は、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法25」と書いてください。

　申告書第一表の「収入金額等」欄及び「所得金額等」欄の農業の金額を「１　申告書に記載する農業所得」欄で

計算し、申告書第一表の「税金の計算」欄の41までの記入が終わったら、「２　税額の計算」欄で、申告書第一表
の「税金の計算」欄の42に記入する金額を求めます。

令和　 年分

申告書第一表の「税金の計算」欄の32の金額
を書いてください。

申告書第一表の「税金の計算」欄の33の金額
を書いてください。

申告書第一表の「税金の計算」欄の34の金額
を書いてください。

申告書第一表の「税金の計算」欄の35の金額
を書いてください。

申告書第一表の「税金の計算」欄の36～38の
金額を書いてください。

申告書第一表の「税金の計算」欄の39～41の
金額を書いてください。

「１　申告書に記載する農業所得」欄の②に
内書きした収入金額を書いてください。

⑪　×　５　％

⑩　　＋　　⑫

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

課　税　総　所　得　金　額
に 　 対 　 す 　 る 　 税 　 額

配　　　当　　　控　　　除

投　資　税　額　等　控　除

（ 特 　 定 　 増 　 改 　 築 　 等 ）
 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除

政 党 等 寄 附 金 等 特 別 控 除

住 宅 耐 震 改 修 特 別 控 除 等

免税対象飼育牛以外の特定の
肉用牛の売却による収入金額等

差 　 引 　 所 　 得 　 税 　 額
　（ ④ 　⑤ 　⑥ 　⑦  ⑧ 　⑨ ）

申告書第一表の「税金の計算」欄の42に転記
してください。
なお、外国税額控除等を受ける方は税務署に
お尋ねください。


